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提  案  理  由  の  要  旨 

 

本日ここに、令和 4年第 3回市議会定例会を招集し、提案いたしました案件につきまして、

その概要をご説明申し上げます。 

 

最初に、補正予算についてであります。 

〇 議案第 54号は、令和 4年度上越市一般会計補正予算であります。 

歳入歳出予算総額に 4 億 484 万円（以下、万円未満省略）を追加し、予算規模を 983 億

6,169万円とするものであります。 

その主な内容は、新型コロナウイルスワクチンの高齢者等への 4 回目の接種などに要す

る経費を増額するほか、公の施設の修繕に要する経費などを増額するものであります。 

 

それでは、歳出予算から款を追って主な事業をご説明いたします。 

〇 総務費は、200万円の増額であります。 

ＮＰＯ法人が実施する体験活動事業が、一般財団法人地域活性化センターの助成事業に

採択されたことから、移住定住対策事業に係る補助金を増額するものであります。 

〇 民生費は、585万円の増額であります。 

上越五智養護老人ホーム、軽費老人ホーム千寿園等に勤務する支援員、介護職員の処遇

改善に要する経費を増額するとともに、県の新型コロナウイルス感染症対策施設整備事業

費補助金の内示を受け、高齢者施設等 4 施設における家族面会室の整備に要する経費を増

額するものであります。 

〇 衛生費は、3億 722万円の増額であります。 

60歳以上の方及び基礎疾患のある方への新型コロナウイルスワクチンの 4回目の接種を

始め、5 歳から 11 歳の小児に対する 1・2 回目の接種及び 12 歳から 17 歳の方への 3 回目

の接種に要する経費を増額するものであります。 

〇 商工費は、2,148万円の増額であります。 

本年 11 月に朱鷺メッセで開催される「クールジャパンＥＸＰＯ ｉｎ ＮＩＩＧＡＴ

Ａ」への出展経費を増額するほか、大潟健康スポーツプラザ鵜の浜人魚館の屋上防水工事

及びうみてらす名立の直流電源装置の更新に要する経費を増額するものであります。 

〇 土木費は、222万円の増額であります。 

空き家の利活用の促進に向け、新たな空き家情報バンクのホームページを開設するとと

もに、空き家情報バンクに登録する物件の充実を図るため、公益社団法人新潟県宅地建物
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取引業協会が実施する空き家の現地調査等に対する負担金を増額するものであります。 

〇 教育費は、805万円の増額であります。 

昨冬の大雪により名立地区公民館上名立分館の登り梁などが損傷したことから、修繕に

要する経費を増額するものであります。 

〇 予備費は、5,800万円の増額であります。 

融雪により発生した農地、農業用施設等における災害の復旧や、林道の春先除雪などに

要する経費について、予備費を充用し対応してきたことから、今後の不測の事態に備え、

増額するものであります。 

 

次に、主な歳入について、ご説明いたします。 

〇 国庫支出金では、新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金などを、県支出金

では、新型コロナウイルス感染症対策施設整備事業費補助金を、それぞれ増額するもので

あります。 

分担金及び負担金では、上越五智養護老人ホームの支援員の処遇改善を図るため、関係

市からの負担金を増額するとともに、諸収入では、名立地区公民館上名立分館の登り梁等

の損傷に対する全国市有物件建物総合災害共済金のほか、地域活性化センター助成金を増

額するものであります。 

このほか、観光施設の修繕に要する市債を増額するとともに、本補正予算の収支の均衡

を図るため、財政調整基金繰入金を増額するものであります。 

 

〇 第 2表は、債務負担行為の補正であります。 

軽費老人ホーム千寿園等に勤務する介護職員の処遇改善に伴い、後年度における指定管

理運営業務委託料が増額となることから、改めて債務負担行為を設定するものであります。 

 

〇 第 3表は、地方債の補正であります。 

歳入予算に計上した市債と同額の限度額補正を行うものであります。 

 

 次に、条例その他の議案についてご説明いたします。 

〇 議案第 55 号 上越市市税条例等の一部改正は、令和 4 年度税制改正に伴う地方税法等の

一部改正を受け、個人市民税の住宅借入金等特別控除の適用期限を延長するなど、所要の

改正を行うものであります。 
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〇 議案第 56 号 上越市国民健康保険税条例及び上越市介護保険条例の一部改正は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対し、これまでと同様に国

民健康保険税及び介護保険料の減免を行うため、所要の改正を行うものであります。 

 

〇 議案第 57 号 上越市景観条例の一部改正は、既存の区域に加えて新たな地区を景観づく

り重点区域として指定することができるよう、届出手続の規定などを整備するものであり

ます。 

 

〇 議案第 58 号 上越市営住宅条例の一部改正は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する

法律施行規則の一部改正に伴い、引用条項を整備するものであります。 

 

〇 議案第 59 号 上越市企業振興条例の一部改正は、租税特別措置法施行令の一部改正に伴

い、引用条項を整備するものであります。 

 

〇 議案第 60 号 字の変更は、土橋第二地区土地区画整理事業の実施に伴い、事業区域内の

字を変更するものであります。 

 

〇 議案第 61 号及び議案第 62 号の工事請負契約の締結は、柿崎屋内水泳プール大規模改修

工事を制限付き一般競争入札の方法により、また、スポーツ公園野球場照明設備更新工事

を随意契約の方法により、工事請負契約を締結するものであります。 

 

〇 議案第 63 号から議案第 71 号までの財産の取得は、ロータリ除雪車 4 台を制限付き一般

競争入札の方法により、また、除雪ドーザ 4 台及び小形除雪車 1 台を指名競争入札の方法

により、動産の買入れ契約を締結するものであります。 

 

〇 報告第 3号は、3月 31日に専決処分いたしました上越市市税条例等の一部改正について

であります。 

令和 4 年度税制改正に伴う地方税法等の一部を改正する法律が本年 3 月 31 日に公布さ

れ、一部が同年 4 月 1 日から施行されることを受け、固定資産税及び都市計画税の商業地

等に係る負担調整措置を延長するなど、所要の改正を行ったものであります。 

 

〇 報告第 4号は、3月 31日に専決処分いたしました上越市国民健康保険税条例の一部改正
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についてであります。 

令和 4年度税制改正に伴う地方税法施行令等の一部を改正する政令が本年 3月 31日に公

布され、同年 4月 1日から施行されることを受け、国民健康保険税の課税限度額について、

所要の改正を行ったものであります。 

 

〇 報告第 5号は、4月 28日に専決処分いたしました令和 4年度上越市一般会計補正予算で

あります。 

歳入歳出予算総額に 1 億 7,445 万円を追加し、予算規模を 979 億 5,685 万円といたしま

した。4月 26日に閣議決定された原油価格・物価高騰等総合緊急対策として、国が新型コ

ロナウイルス感染症対策予備費を活用して実施する、所得の少ない子育て世帯への生活支

援特別給付金を速やかに給付するため、補正予算を専決処分したものであります。 

 

説明は以上であります。慎重ご審議の上、速やかにご賛同くださるようお願い申し上げま

す。 


